
「いわてデジタルコンテンツ産業育成プロジェクト」関連事業等に係る 

共催、公認等事務処理要綱 

（平成25年 1月 23日政策地域部長決裁） 

（目的） 

第１ この要綱は、「いわてデジタルコンテンツ産業育成プロジェクト」に関連する分野におい

て、県が、国、地方公共団体若しくはその機関又は法人その他の団体等の主催する各種事業、

行事等（以下「事業等」という。）又はコンテンツ、著作物等（以下「コンテンツ等」という。）

について、主催者から共催、後援、協賛（以下「共催等」という。）又は公認、知事推薦等（以

下「公認等」という。）の要請を受けた場合に、円滑な処理を図るために必要な事項を定める

ものとする。 

（定義） 

第２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 共催 事業等の開催について、県がその名義使用を承認し、事業の積極的推進を図るこ

とをいう。 

(2) 後援 共催以外のもので、事業等の開催について県がその名義使用を承認し、名目的に

参加することをいう。 

(3) 協賛 共催以外のもので、事業等の開催について県がその名義使用を承認し、援助、協

力することをいう。 

(4) 公認 コンテンツ等の制作、販売等に際して、県がその名義使用を承認することをいう。 

(5) 知事推薦 コンテンツ等の制作、販売等に際して、制作者等からの求めに応じて「知事

推薦」の名義使用を承認することをいう。 

（共催、公認等の基準） 

第３ 共催等をする事業等又は公認等をするコンテンツ等は、次の各号の要件を満たすものとす

る。 

 (1) いわて県民計画に掲げるいわてソフトパワー構想の推進に資するものであること。 

 (2) 事業等の主催者又はコンテンツ等の制作者が、次のアからウまでのいずれかに該当する

ものであること。 

ア 国、地方公共団体又はその機関 

イ デジタルコンテンツに関する教育研究機関、教育研究団体若しくは法人等公共性を有す 

る機関又は団体 

ウ その他知事が適当と認めた者 

(3) 事業等又はコンテンツ等が、次のアからウまでのいずれかに該当するものであること。 

ア 岩手の持つ文化、自然、歴史、人物などの地域資源（以下「岩手コンテンツ」という。）

に関し適切な表現を用いていること。 

イ 岩手コンテンツを本県の魅力として位置付け、積極的にその理解促進や価値認識を高め

ることにつながるよう取り上げていると認められること。 

ウ 岩手県内におけるデジタルコンテンツ産業の育成又は振興に資する事業等であると認

められること。 



（共催等又は公認等の承認の制限） 

第４ 次の各号の一に該当する事業等又はコンテンツ等については、共催等又は公認等の承認を

行わないものとする。 

 (1) 法令及び公序良俗に反すると認められる場合 

(2) 県の信用又は品位を害すると認められる場合 

(3) 第三者の利益を害すると認められる場合 

(4) 特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は支援するおそれがある場合 

(5) 社会問題についての特定の主義又は主張に当たると認められる場合 

(6) 承認申請の内容又は責任の所在が不明確と認められる場合 

(7) 虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認するおそれがあると認

められる場合 

 (8) 特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構が定めるＣＥ

ＲＯ倫理規定に反すると認められ、教育的観点からみて社会通念上好ましくない事象を惹起、

助長するおそれがある場合 

(9) その他、知事が適当でないと認める場合 

（申請の手続） 

第５ 県の共催等又は公認等の承認を受けようとする者は、共催・公認等承認申請書（別紙様式）

を政策地域部政策推進室長（以下「室長」という。）に提出するものとする。 

２  室長は、提出された共催・公認等承認申請書を審査し、その結果を速やかに申請者に通知

するものとする。 

（承認の条件） 

第６ 共催等又は公認等の承認に当たっては、必要な条件を付すことがある。 

（承認の取消し） 

第７ 次の各号の一に該当するときは、共催等又は公認等の承認を取り消すものとする。 

 (1) 第６に基づいて付した条件に違反したとき。 

 (2) 偽りその他の重大な瑕疵が発見されたとき。 

 (3) 主催者又は制作者等に非行があったとき。 

 (4) その他共催等又は公認等の趣旨に照らし、ふさわしくない事態が生じたとき。 

（その他の要請の取扱い） 

第８ この要綱に定めるもののほか、賞の授与等共催等又は公認等に類似した要請があった場合

は、この要綱の定めに準じて取扱うものとする。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成25年 11月６日から施行する。 

 

 

 

 



共催・公認等承認申請書 

年  月  日 

 

 岩手県知事 様 

 

申請者              印    

 

 下記により共催・公認等をお願いしたいので、関係書類を添えて申請します。 

事業・コンテンツ等の 

名 称 
 

主催者又は制作者等の 

名 称 
 

他に共催・公認等をする

者がある場合その名称 
 

申 請 の 区 分 共催  後援  協賛  公認  知事推薦  その他（    ）

開 催 期 間 

又 は 開 始 時 期 等 
平成  年  月  日（ ）～ 平成  年  月  日（ ） 

主 た る 開 催 場 所  

対 象 及 び 人 員  

料 金 徴 収 等 の 有 無 有（       円）  無 

連 絡 責 任 者 

住  所〒 

 

氏  名 

電話番号 

e-mail      

そ の 他  

 

 


